
　学者、弁護士、医師、消費者代表（計5名）

諮問・相談 ・ 相談所長からの諮問・相談に応じる。
・ 相談所の業務の公正・円滑な運営を図るため、

勧告・提言等 必要に応じて勧告・提言等を行う。
・ 裁定審査会の活動状況等の報告を受ける。

報告 

報告

⑧書面での主張提出→和解の斡旋・裁定結果の通知 　弁護士（7名）、消費生活相談員（7名）、 　裁定不調等

　生命保険相談室職員（3名）の3者（計17名）で構成
　

事情聴取 ・ 裁定開始の適格性の審査
・ 裁定書による裁定、和解案の提示・受諾勧告

⑥裁定申立

⑦裁定申立の連絡

　＜一般のご相談＞

①苦情のお申出 　裁定結果・

　苦情事例の

③話合い ⑤助言・和解の斡旋等 　ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

④報告

②解決依頼

【苦情情報等の活用】

　

裁 定 諮 問 委 員 会

相談所長
（協会長）

裁 定 審 査 会

お申出人

　　・生命保険会社の顧客窓口部署の責任者と
　　　生命保険相談室長で構成
　　・各社の態勢整備に資するため、各社の
　　　取組みに関する情報交換を実施
　　・苦情・裁定案件に関する連携
　　・研修等による各社担当職員の育成

＜相談所の事務局＞
　・専門担当者による相談、苦情の
　　受付・対応
　・裁定諮問委員会の運営
　・裁定審査会の事務局
　・苦情処理委員会の受付窓口

生命保険会社
生命保険相談所連絡所

（全国50カ所）

生命保険会社

・経営層・関係部署に
　おいて経営改善に
　活用

裁判等
他の手続へ

生命保険相談室 相談室協議会

・消費者行政・消費
  者関連団体等
  からの意見・要望

・裁定諮問委員会、
　裁定審査会の意見

お客さま本位推進会議事務局

　　　・生命保険相談所で受け付けた苦情・相談
　　　　の情報、消費者行政・団体からの意見・要望
　　　　などの消費者の声を集約化・分析

お客さま本位推進会議

・生命保険会社の役員層で構成
・消費者の声を共有
・消費者の声の分析結果および苦情の未
然
  防止等の取組状況等の報告を受ける
・業界対応の要否の検討

一般相談、苦情（①～⑤）の対応を行う。

【 生 命 保 険 相 談 所 】

生命保険相談所における
相談・苦情・紛争解決
支援制度の概要

報告・取組事例
の共有化
(Value Upｱﾝｹｰ

報告・課題等の共有

（注）

*当協会は、金融庁から「 認定個人

情報保護団体」として認定を受けて

おり、本部相談室において個人情報

保護に関する苦情を受け付け、上

記概要図の②の苦情の解決依頼か

ら原則として3カ月を経過しても当事

者間で苦情が解決しない場合には

苦情処理アドバイザー（学者・弁護

士等の学識経験者から１名を選任）

の意見を聴取し、参考意見として当


